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各派内示・記者会見資料 （令和３年５月31日）

令和 ３ 年 ６ 月 秋田市議会定例会提出予定案件

件 名 説 明

「 条 例 案 」 14件

１ 秋田市個人情報保護条例および秋 ○改正理由

田市個人番号の利用に関する条例 行政手続における特定の個人を識別する

の一部を改正する件 ための番号の利用等に関する法律の一部改

･デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 正（令和３年法律第37号）に伴い、規定を

(令和３年法律第37号):令和３年５月19日公布、一部を除き令和 整備するため、改正しようとするもの

３年９月１日施行 ○改正要旨

次に掲げる条例について、規定を整備す

る。

(1) 秋田市個人情報保護条例

(2) 秋田市個人番号の利用に関する条例

○施行期日

令和３年９月１日から

２ 秋田市職員の服務の宣誓に関する ○改正理由

条例等の一部を改正する件 行政手続における押印の見直し等に伴い、

宣誓書への押印を要しないこと等とすると

ともに、規定を整備するため、改正しよう

とするもの

○改正要旨

１ 次に掲げる条例について、職員等の対

面による服務の宣誓および宣誓書への署

名押印を要しないこととする。

(1) 秋田市職員の服務の宣誓に関する条

例

(2) 秋田市消防団員の定員および任免に

関する条例

２ 秋田市固定資産評価審査委員会条例に

ついて、審査申出書等への押印を要しな

いこととする。

３ その他規定を整備する。

○施行期日

公布の日から
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３ 秋田市職員給与条例の一部を改正 ○改正理由

する件 新型コロナウイルス感染症を指定感染症

･新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の として定める等の政令の廃止（令和３年政

施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和３年政 令第25号）に伴い、規定を整備するため、

令第25号):令和３年２月３日公布、同月13日施行 改正しようとするもの

○改正要旨

新型コロナウイルス感染症の定義に係る

規定を整備する。

○施行期日

公布の日から

４ 秋田市市税条例等の一部を改正す ○改正理由

る件 地方税法の一部改正（令和３年法律第７

･地方税法等の一部を改正する法律(令和３年法律第７号):令和 号）等に伴い、軽自動車税の種別割の税率

３年３月31日公布、一部を除き令和３年４月１日施行 の特例等について定めるとともに、規定を

整備するため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 個人の市民税の非課税の範囲に係る扶

養親族について、年齢16歳未満の者およ

び控除対象扶養親族に限ることとする。

２ 給与所得者等が扶養親族申告書に記載

すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる場合の要件を改める。

３ 特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例の適用期限を令

和９年度まで延長する。

４ 令和４年度分および令和５年度分の軽

自動車税の種別割のグリーン化特例（軽

課）について規定する。

５ 新型コロナウイルス感染症等に係る住

宅借入金等特別税額控除の特例の適用期

限を１年間延長すること等とする。

６ 雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の

課税標準の特例を定める。

７ その他規定を整備する。

○施行期日等

公布の日から。ただし、３は令和４年１

月１日から、１は令和６年１月１日から、

６は規則で定める日から。条例の施行に関

し必要な経過措置を規定する。
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５ 秋田市手数料条例の一部を改正す ○改正理由

る件 キャッシュレス決済の導入に伴い戸籍等

･医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 関係手数料の後納等について定めるととも

法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第63号）:令和元年12 に、規定を整備するため、改正しようとす

月４日公布、一部を除き令和３年８月１日施行 るもの

･医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する ○改正要旨

法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する １ 電子情報処理組織により証明書その他

政令（令和２年政令第228号）:令和２年７月28日公布、一部を除 の書面の送付を求める申請等があったと

き令和３年８月１日施行 きは、手数料のほかに送付に要する費用

を徴収する。

２ 必要に応じて後納させることができる

手数料に戸籍等関係手数料等を加える。

３ 自動交付機の廃止に伴い、規定を整備

する。

４ その他規定を整備する。

○施行期日

令和３年10月11日から。ただし、４は同

年８月１日から、３は同年９月18日から

６ 秋田市印鑑条例の一部を改正する ○改正理由

件 自動交付機の廃止等に伴い、印鑑登録証

明書の交付に係る取扱いを改めるため、改

正しようとするもの

○改正要旨

印鑑登録証明書について、自動交付機に

よる申請および印鑑登録原票の写しによる

交付を廃止する。

○施行期日

令和３年９月18日から

７ 秋田市平和公園条例等の一部を改 ○改正理由

正する件 キャッシュレス決済の導入に伴い、墓地

等の使用許可証の再交付手数料の後納につ

いて定めるため、改正しようとするもの

○改正要旨

次に掲げる条例に規定する墓地等の使用

許可証の再交付手数料について、必要に応

じて後納させることができることとする。

(1) 秋田市平和公園条例

(2) 秋田市南西墓地条例

(3) 秋田市河辺墓地条例

(4) 秋田市北部墓地条例
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○施行期日

令和３年10月11日から

８ 秋田市国民健康保険条例等の一部 ○改正理由

を改正する件 新型インフルエンザ等対策特別措置法の

･新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 一部改正（令和３年法律第５号）に伴い、

(令和３年法律第５号):令和３年２月３日公布、一部を除き同月 規定を整備するため、改正しようとするも

13日施行 の

○改正要旨

次に掲げる条例について、新型コロナウ

イルス感染症の定義に係る規定を整備する。

(1) 秋田市国民健康保険条例

(2) 秋田市臨時診療所条例

(3) 秋田市新型コロナウイルス感染症対

策特別金融支援基金条例

○施行期日

公布の日から

９ 秋田市国民健康保険税条例の一部 ○改正理由

を改正する件 新型コロナウイルス感染症の影響により

･新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 収入の減少が見込まれる場合等における国

(令和３年法律第５号):令和３年２月３日公布、一部を除き同月 民健康保険税の減免の適用期間を延長する

13日施行 とともに、規定を整備するため、改正しよ

うとするもの

○改正要旨

新型コロナウイルス感染症の影響による

収入の減少等の要件に該当する者の国民健

康保険税の減免の適用期間を令和４年３月

31日まで延長するとともに、規定を整備す

る。

○施行期日等

公布の日から。令和３年４月１日から適

用することとし、条例の施行に関し必要な

経過措置を規定する。

10 秋田市指定障害福祉サービスの事 ○改正理由

業等の人員、設備および運営に関 指定障害福祉サービスの事業等における

する基準を定める条例等の一部を 電磁的記録による記録の作成等について定

改正する件 めるとともに、規定を整備するため、改正

･障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に しようとするもの

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す ○改正要旨

る基準等の一部を改正する省令(令和３年厚生労働省令第55号): 次に掲げる条例について、指定障害福祉
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令和３年３月23日公布、一部を除き令和３年７月１日施行 サービス事業者等が作成する書面等につい

ては、電磁的記録によることができること

等とするとともに、規定を整備する。

(1) 秋田市指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備および運営に関する基

準を定める条例

(2) 秋田市指定障害者支援施設の人員、

設備および運営に関する基準を定める

条例

(3) 秋田市障害福祉サービス事業の設備

および運営に関する基準を定める条例

(4) 秋田市地域活動支援センターの設備

および運営に関する基準を定める条例

(5) 秋田市福祉ホームの設備および運営

に関する基準を定める条例

(6) 秋田市障害者支援施設の設備および

運営に関する基準を定める条例

(7) 秋田市児童福祉施設の設備および運

営に関する基準を定める条例

(8) 秋田市指定通所支援の事業等の人員、

設備および運営に関する基準を定める

条例

○施行期日

令和３年７月１日から

11 秋田市救護施設等の設備および運 ○改正理由

営に関する基準を定める条例の一 救護施設等における感染症対策に係る運

部を改正する件 営に関する基準等を改めるため、改正しよ

･救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営 うとするもの

に関する基準及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事 ○改正要旨

業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する １ 救護施設等は、職員の就業環境が害さ

省令の一部を改正する省令(令和３年厚生労働省令第80号):令和 れることを防止するための方針の明確化

３年３月31日公布、一部を除き令和３年８月１日施行 等の必要な措置を講じなければならない

こととする。

２ 救護施設等は、感染症等の発生時にお

ける業務継続計画を策定し、当該計画に

従い必要な措置を講じなければならない

こととする。

３ 救護施設等は、非常災害に備えるため

に行う訓練の実施に当たって、地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなけれ

ばならないこととする。
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４ 救護施設等は、感染症の予防等のため

の対策を検討する委員会を定期的に開催

しなければならないこととする。

○施行期日等

令和３年８月１日から。条例の施行に関

し必要な経過措置を規定する。

12 秋田市介護保険条例の一部を改正 ○改正理由

する件 新型コロナウイルス感染症の影響により

･新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 収入の減少が見込まれる場合等における保

(令和３年法律第５号):令和３年２月３日公布、一部を除き同月 険料の減免の適用期間を延長するとともに、

13日施行 規定を整備するため、改正しようとするも

の

○改正要旨

新型コロナウイルス感染症の影響による

収入の減少等の要件に該当する者の保険料

の減免の適用期間を令和４年３月31日まで

延長するとともに、規定を整備する。

○施行期日等

公布の日から。令和３年４月１日から適

用することとし、条例の施行に関し必要な

経過措置を規定する。

13 秋田市特定教育・保育施設および ○改正理由

特定地域型保育事業の運営に関す 特定教育・保育施設及び特定地域型保育

る基準を定める条例の一部を改正 事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

する件 の運営に関する基準の一部改正（令和３年

･特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・ 内閣府令第23号）に伴い、規定を整備する

子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令 ため、改正しようとするもの

(令和３年内閣府令第23号):令和３年３月31日公布、令和３年４ ○改正要旨

月１日施行 規定を整備する。

○施行期日

公布の日から

14 秋田市家庭的保育事業等の設備お ○改正理由

よび運営に関する基準を定める条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

例の一部を改正する件 る基準の一部改正（令和３年厚生労働省令

･障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 第55号）等に伴い、電磁的記録による記録

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す の作成等について定めるとともに、規定を

る基準等の一部を改正する省令(令和３年厚生労働省令第55号): 整備するため、改正しようとするもの

令和３年３月23日公布、一部を除き令和３年７月１日施行 ○改正要旨

･家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する １ 家庭的保育事業者等が作成する書面等



- 7 -

省令(令和３年厚生労働省令第52号):令和３年３月22日公布、令 については、電磁的記録によることがで

和３年４月１日施行 きることとするとともに、規定を整備す

る。

２ その他規定を整備する。

○施行期日

令和３年７月１日から。ただし、２は公

布の日から

「 単 行 案 」 ８件

15 秋田市児童館条例の一部を改正す ○広面児童館の移転に伴い、児童館条例の

る専決処分について承認を求める 一部を改正するため専決処分した件につい

件 て、議会の承認を求めようとするもの

・専決処分年月日 令和３年５月14日

○改正要旨

広面児童館の位置の表示を「秋田市広面

字蟹沢29番地」から「秋田市広面字近藤堰

越13番地１」とした。

※専決処分した理由

広面児童館の移転に伴う、その位置の表

示を改めるための条例改正に係る議案提出

の時機を逸したため

※提出根拠法：地方自治法第179条第３項

16 市道路線を認定する件 ○宅地造成に伴い新設された道路を一般交

通の用に供するため、市道路線に認定しよ

うとするもの

・認定路線 ２路線 延長222.1ｍ

・認定後の市道路線延長 約2,024.1km

※提出根拠法：道路法第８条第２項

17 市道川尻新屋線新川橋旧橋撤去工 ○市道川尻新屋線新川橋旧橋撤去工事（上

事（上部工）請負契約を締結する 部工）請負契約を締結しようとするもの

件 ・工事場所 秋田市川尻若葉町地内ほか

・契約金額 349,800,000円

・契 約 先 宮地・東北機械・日本機械建

設工事共同企業体

・工 期 令和４年11月30日まで
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・工事概要

橋長 Ｌ＝97.9ｍ

幅員 Ｗ＝12.5ｍ（合成桁部）

Ｗ＝14.0ｍ（トラス部）

床版撤去工 １式

架設工（架設桁架設） １式

桁材撤去工 １式

架設桁撤去工 １式

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

18 秋田市立城南中学校特別教室棟大 ○秋田市立城南中学校特別教室棟大規模改

規模改造建築工事および屋体棟屋 造建築工事および屋体棟屋上防水改修工事

上防水改修工事請負契約を締結す 請負契約を締結しようとするもの

る件 ・工事場所 秋田市楢山城南町４番１号

・契約金額 231,550,000円

・契 約 先 住建・粟野建設工事共同企業

体

・工 期 令和４年２月28日まで

・工事概要

特別教室棟 ＲＣ造４階建て 1,854㎡

屋 体 棟 Ｓ造平家建て 1,384㎡

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

19 小型除雪車を買い入れる件 ○小型除雪車を買い入れようとするもの

・納品場所 秋田市寺内字蛭根85番地９

秋田市建設部道路維持課車庫

・契約金額 42,240,000円

・契 約 先 藤高自動車興業株式会社

・納 期 令和４年３月25日まで

・主要諸元

条 件 小型除雪車（1.3ｍ級）

数 量 ２台

全 長 5,500㎜以下

全 幅 1,300㎜以下（除雪装置含む）

乗車定員 ２名

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項
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20 化学消防ポンプ自動車を買い入れ ○化学消防ポンプ自動車を買い入れようと

る件 するもの

・納品場所 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市消防本部

・契約金額 77,220,000円

・契 約 先 株式会社相場商店

・納 期 令和４年２月25日まで

・主要諸元

条 件 化学消防ポンプ自動車Ⅱ型

全 長 7,400㎜以下

全 幅 2,400㎜以下

乗車定員 ６名

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

21 救助資機材搭載型消防ポンプ自動 ○救助資機材搭載型消防ポンプ自動車を買

車を買い入れる件 い入れようとするもの

・納品場所 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市消防本部

・契約金額 27,148,000円

・契 約 先 猿田興業株式会社

・納 期 令和４年２月25日まで

・主要諸元

条 件 救助資機材搭載型消防ポン

プ自動車

全 長 5,000㎜～5,150㎜以内

全 幅 1,750㎜～1,900㎜以内

乗車定員 ６名

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

22 救急自動車を買い入れる件 ○救急自動車を買い入れようとするもの

・納品場所 秋田市新屋比内町６番63号

秋田消防署新屋分署

・契約金額 22,550,000円

・契 約 先 秋田トヨタ自動車株式会社

・納 期 令和３年９月30日まで

・主要諸元

条 件 高規格救急自動車



- 10 -

全 長 5,800㎜以下

全 幅 2,050㎜以下

乗車定員 ７名

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

「 予 算 案 」 ７件

23 令和３年度秋田市一般会計補正予 ○資料別紙

算（第４号）の件

24 令和３年度秋田市一般会計補正予

算（第５号）の件

25 令和３年度秋田市中央卸売市場会

計補正予算（第１号）の件

26 令和３年度秋田市公設地方卸売市

場会計補正予算（第１号）の件

27 令和３年度秋田市学校給食費会計

補正予算（第１号）の件

28 令和３年度秋田市介護保険事業会

計補正予算（第１号）の件

29 令和３年度秋田市水道事業会計補

正予算（第１号）の件


